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千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
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う
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め
る
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機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
十
三
条
第
四
項
中

プ
ロ
ジ

ク
ト
推
進
室
長

技
術
支
援
室
長

食
品
・
化
学
技
術
室
長

を

企
画
連
携
室
長

食
品
技
術
室
長

化
学
技
術
室
長

に
改
め

同
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分

同
項
第
一
号

第
二
号
及
び
第
五
号
中

主
幹
相
当
職
以
上

の
下
に

の
職

を
加
え
る

 

 

別
表
第
一
疾
病
対
策
課
の
項
第
一
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ハ 

第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施

に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
疾
病
対
策
課
の
項
第
五
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ホ
を
へ
と
し

ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
児
童
家
庭
課
の
項
第
六
号
中

婦
人
の
保
護
更
生

を

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
自

立
支
援

に
改
め

同
表
衛
生
指
導
課
の
項
第
三
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
中

第
三
十
八
条
第
五

項

を

第
五
十
三
条
第
五
項

に
改
め

同
表
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ヰ
を

ヒ
と
し

ツ
か
ら
ウ
ま
で
を
キ
か
ら
ヱ
ま
で
と
し

ソ
を
マ
と
し

マ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ケ 

第
四
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

フ 

第
四
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

コ 

第
四
十
二
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

エ 

第
四
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

テ 

第
四
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ア 

第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

サ 

第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
レ
を
ヤ
と
し

リ
か
ら
タ
ま
で
を
ナ
か
ら

ク
ま
で
と
し

チ
を
ワ
と
し

ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

カ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
四
項
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヨ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
六
項
の
計
画
の
概
要
の
公
表
に

関
す
る
こ
と

 

 
 

タ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

レ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と

 

 
 

ソ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
認
定
の
取
消
し
の
公
表

に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ツ 

第
十
六
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ネ 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と

 
 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ト
を
ヲ
と
し

同
欄
ヘ
中

又
は
第
二

項

を

か
ら
第
三
項
ま
で

に
改
め

同
欄
中
ヘ
を
ル
と
し

ロ
か
ら
ホ
ま
で
を
ト
か
ら
ヌ
ま
で
と

し

イ
を
ニ
と
し

ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ホ 

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
概
要
の
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

へ 

第
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る

 

 
 

イ 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
関
す
る
こ
と

質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促
進
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る

 

 
 

ロ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
又
は
申
出
に
関
す
る
こ
と

質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の

促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る

 

 
 

ハ 

第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
レ
を
ナ
と
し

ヲ
か
ら
タ
ま
で
を
タ
か
ら

ネ
ま
で
と
し

ル
を
ヲ
と
し

ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ワ 

第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
徴
収
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

カ 

第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
及
び
立
入
調
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヨ 
第
四
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
三
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ヌ
を
ル
と
し

イ
か
ら
リ
ま
で
を
ロ
か
ら

ヌ
ま
で
と
し

同
欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

イ 

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
四
第
二
項
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る

こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
カ
を
マ
と
し

ワ
を
ム
と
し

ム
の
次
に

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
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令

和

6

年
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月

29
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外 

 



 
 

 

二 
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次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ウ 

第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヰ 

第
二
十
八
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ノ 
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

オ 
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ク 

第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヤ 

第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ヲ
を
ラ
と
し

リ
か
ら
ル
ま
で
を
ツ
か
ら 

ナ
ま
で
と
し

チ
を
ヲ
と
し

ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ワ 

第
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

カ 

第
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヨ 

第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

タ 

第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

レ 

第
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ソ 

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ト
を
ル
と
し

同
欄
ヘ
中

又
は
第
二

項

を

か
ら
第
三
項
ま
で

に
改
め

同
欄
中
ヘ
を
ヌ
と
し

ロ
か
ら
ホ
ま
で
を
ヘ
か
ら
リ
ま
で
と

し

イ
を
ハ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
概
要
の
告
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ホ 

第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

イ 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促

進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る

 

 
 

ロ 

第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ニ
を
ホ
と
し

イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら

ニ
ま
で
と
し

同
欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

イ 

第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
第
四
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ヘ 

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ト 

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

チ 

第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
ヤ

ド
・
残
土
対
策
課
の
項
第
一
号
中

第
十
一
条
及
び

を

第
十
一
条

に
改
め

第
十
四
条

の
下
に

及
び
千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

令
和
五
年

千
葉
県
条
例
第
三
十
号

第
二
十
一
条

を
加
え

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

九 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ

と

 
 

 
 

 
 

 

 
 

イ 

第
二
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
告

示
に
関
す
る
こ
と

 

 

イ 

第
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
に
関
す
る
こ

と

 

 

ロ 

第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
廃
業
等
の
届

出
の
受
理
に
関
す
る

こ
と

 

 

ハ 

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と

 

 

ニ 

第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
立
入
検
査

に
関
す
る
こ
と

 

 

ホ 

第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
指
導
又
は

助

言

に

関

す

る

こ

と

 

 

ヘ 

第
二
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
意
見
聴
取

に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
観
光
企
画
課
の
項
中

観
光
企
画
課

を

観
光
政
策
課

に
改
め

同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る

 

二 

通
訳
案
内
士
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号

の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

イ 

第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
拒

否
に
関
す
る
こ
と

 

 

ロ 

第
二
十
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
登

録
の
取
消
し
等
に
関

す
る
こ
と

 

 

イ 

第
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
登
録
に
関
す

る
こ
と

 

 

ロ 

第
二
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
登

録
証
の
訂
正
に
関
す

る
こ
と

 

 

ハ 

第
二
十
五
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取

消

し

に

関

す

る

こ

と
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ニ 

第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
消

除
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
観
光
誘
致
促
進
課
の
項
を
削
り

同
表
流
通
販
売
課
の
項
中

流
通
販
売
課

を

販
売
輸

出
戦
略
課

に
改
め

同
表
農
地
・
農
村
振
興
課
の
項
第
四
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

農
用
地
利
用

配
分
計
画

を

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画

に
改
め

同
欄
中
ハ
及
び
ニ
を
削
り

ホ
を
ハ
と

し

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

十
一 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
五

十
六
号

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

改
正
法

と
い
う

附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

 

イ 

第
十
九
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
る

農
用
地
利
用
集
積
計

画
の
同
意
に
関
す
る

こ
と

 

 

別
表
第
一
安
全
農
業
推
進
課
の
項
中

安
全
農
業
推
進
課

を

環
境
農
業
推
進
課

に
改
め

同
表

水
産
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

十
三 

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

漁
船

加
工
船
及
び
養
殖
場
に
お
い
て
使
用
す
る
船
を
除
く

に
関
す
る
も
の
に

限
り

水
産
事
務
所
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く

 

 
 

イ 

第
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
認
定

の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と

 

 

ロ 

第
五
十
三
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と

 

 

イ 

第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申
請

の
受
理
及
び
認
定
に

関
す
る
こ
と

 

 

ロ 

第
十
七
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
確
認

に
関
す
る
こ
と

 

 

ハ 

第
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
改
善

の
要
求
に
関
す
る
こ

と

 

 

ニ 

第
五
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
徴
収

物
件
の 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

提
出
要
求

立
入
調 

 
 

査
又
は
質
問
に
関
す 

 
 

る
こ
と

 

 

別
表
第
一
漁
港
課
の
項
第
一
号
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律

に
改
め

同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ロ 

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ハ 

第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ニ 

第
三
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ホ 

第
三
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヘ 

第
四
十
一
条
第
六
項

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
公

表
及
び
送
付
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ト 

第
四
十
三
条
第
二
項

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
措

置
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

チ 

第
四
十
三
条
第
三
項

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
公

表
及
び
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

リ 

第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
及
び
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヌ 

第
五
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ル 

第
五
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヲ 

第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ワ 

第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

カ 

第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヨ 

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

タ 

第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

レ 

第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
通
知
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ソ 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
要
求

立
入
り

測
量
又

は
検
査
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
補
償
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ツ 

第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
要
求

立
入
り

質
問
又

は
検
査
に
関
す
る
こ
と

 

 
別
表
第
一
漁
港
課
の
項
第
二
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ニ
を
ホ
と
し

ハ
を
ニ
と
し

ロ
を
ハ
と
し

イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ロ 

第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
十
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
ロ
と
し

同
欄
に
イ
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る

 

 
 

イ 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
源
地
域
整
備
計
画
の
作
成
及
び
提
出
等
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
十
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
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ハ 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
整
備
事
業
に
つ
い
て
の
負
担
の
調
整
等
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ニ 

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
源
地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

 

 
別
表
第
一
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る

 

 
 

ニ 
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
建
築
指
導
課
の
項
第
十
二
号
中

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律

を

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め
る

 

 

別
表
第
一
の
四
都
市
計
画
課
の
項
第
九
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ヘ 

第
百
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
意
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
の
四
建
築
指
導
課
の
項
第
一
号
イ
中

第
四
条
第
七
項

を

第
四
条
第
九
項

に
改
め

同
項
第
八
号
中

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

を

建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め
る

 

 

別
表
第
一
の
五
漁
港
課
の
項
第
一
号
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律

に
改
め

同
号
中
ル
か
ら
カ
ま
で
を
削
り

同
号
ヨ
中

第
四
十
二
条

を

第
六
十
八
条

に
改
め

同
号
中
ヨ
を
ミ
と
し

ヌ
を
カ
と
し

カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ヨ 

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

タ 

第
四
十
一
条
第
四
項

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
漁

港
施
設
の
所
有
者
の
同
意
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

レ 

第
四
十
一
条
第
五
項

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
意

見
聴
取
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ソ 

第
四
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ツ 

第
四
十
三
条
第
一
項

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
計

画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ネ 

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ナ 

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ラ 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ム 

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ウ 

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
事
項
の
追
加
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ヰ 

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ノ 

第
四
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

オ 

第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
移
転
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ク 

第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間
の
更
新
に
関
す
る
こ

と

 

 
 

ヤ 

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

マ 

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
取
消
し
又
は
そ
の
行
使
の
停
止

の
命
令
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ケ 

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

フ 

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
係
る
協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

コ 

第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

エ 

第
六
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

テ 

第
六
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
原
因
者
負
担
金
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ア 

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

サ 

第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

キ 

第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ユ 

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

メ 

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
の
五
漁
港
課
の
項
第
一
号
中
リ
を
ワ
と
し

ニ
か
ら
チ
ま
で
を
チ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し

ハ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ホ 

第
三
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

へ 

第
三
十
七
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ト 

第
三
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
一
の
五
漁
港
課
の
項
第
二
号
中
ナ
を
削
り

ラ
を
ナ
と
し

ム
か
ら
マ
ま
で
を
ラ
か
ら
ヤ
ま
で

と
す
る

 

 

別
表
第
一
の
六
ヤ

ド
・
残
土
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

七 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

イ 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ロ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ

と

 

 
 

ハ 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
保
管
方
法
の
変
更
命
令
等
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ニ 

第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ホ 

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
又
は
事
業
の
停
止
に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
二
の
二
企
画
振
興
課
及
び
改
良
普
及
課
共
通
の
項
第
五
号
中

安
全
農
業
推
進
課

を

環
境

農
業
推
進
課

に
改
め
る

 

 

別
表
第
三
健
康
福
祉
セ
ン
タ

の
項
第
二
十
五
号
中

売
春
防
止
法

を

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号

に
改
め

同
号
イ
中

第
三
十
五
条

を

第
十
一
条
第
一
項

に

指
導

を

援
助

に
改
め

同
表
高
等
技
術
専
門
校 

障
害
者
高
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

産
事
務
所
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

十
三 

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

漁
船

加
工

技
術
専
門
校
の
項
中 

 

高
等
技
術
専
門
校 

 

障
害
者
高
等
技
術
専
門
校

 

 

を 

テ
ク
ノ
ス
ク

ル 
 

障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク

ル

 

 

 

に
改
め

同
表
水 
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船
及
び
養
殖
場
に
お
い
て
使
用
す
る
船
を
除
く

に
関
す
る
も
の
に
限
る

 

 
 

イ 

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ロ 

第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ハ 
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
要
求
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

ニ 
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

物
件
の
提
出
要
求

立
入
調
査
又
は
質
問

に
関
す
る
こ
と

 

 

別
表
第
三
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

三 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

 

 
 

イ 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
注
射
の
命
令
に
関
す
る
こ
と

知
事
認
定
獣
医
師
及
び
登
録
飼

養
衛
生
管
理
者
に
よ
る
豚
熱
の
予
防
接
種
に
関
す
る
も
の
に
限
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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